
年

月

日

　
　
（

土
地
又
は
工
作
物
等
の
）

所
在
地

都
市
計
画
法
に
よ
る
命
令
の
公
示

高

知

県

知

事

　
付
け
で
、

同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

　
法
律
第
百
号
）

に
違
反
し
て
い
る
の
で
、

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
こ
の
（

土
地
又
は
工
作
物
等
）

は
、

都
市
計
画
法
（

昭
和
四
十
三
年

　
　
命
令
を
受
け
た
者
の
氏
名

　
　
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

　
２
　
こ
の
命
令
に
違
反
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
を
行
っ

た
場
合
は
、

　
　
五
号
）

第
二
百
五
十
八
条
の
公
用
文
書
毀
棄
罪
で
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

　
１
　
こ
の
標
識
を
損
壊
し
た
者
は
、

刑
法
（

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

　
注
意
事
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
命
じ
た
。

第24号様式（第31条関係）

　
　
い
ま
す
。

　
　
　
　
ガ
ス

　
　
て
　
電
気
　
の
供
給
の
申
込
み
の
承
諾
を
保
留
す
る
よ
う
要
請
し
て

　
　
　
　
水
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ス
事
業
者
名

　
３
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
に
、

　
電
気
事
業
者
名
　
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
道
事
業
者
名
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